
 

北海道沼田町ワイン特区 

 

 

都道府県名： 北海道  

申請主体名： 北海道雨竜郡沼田町 

区域の範囲： 北海道雨竜郡沼田町

の全域 

特区の概要：  本町の基幹産業である農業については、進行する高齢化や

後継者不足等による離農等の要因から、農家人口の減少が更

に予想され、担い手不足による耕作放棄地や遊休地が課題と

なっている。 

 本特例措置の活用により、ぶどうを生産する新規就農者の

増加、既存の農業経営者が新規作物としてぶどうを生産する

取組みや、新規就農者自らがワインの製造・販売を行うこと

などが期待される。 

また、ワインの製造者が増加し、多様なワイナリーの産地

が形成されることで、農業振興及び地域活性化を図り、担い

手不足の解消や新規就農に寄与することが期待される。 

適用される規制

の特例措置： 

・特産酒類の製造事業 

 

 

 

沼田町の田園風景 ワイン用ぶどう畑での作業の様子 


